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本
庄
の
支
配
示
す
豊
臣
秀
吉
文
書

　
　
　
新
出
の
知
行
宛
行
状
と
朱
印
状

　
竹
　
本
　
敬
　
市

は
じ
め
に

　
た
つ
の
市
新
宮
町
平
野
の
村
田
家
に
龍
野
藩
士
で
あ
っ
た
垣
屋
家
の
史

料
が
大
量
に
残
っ
て
い
た
。
幕
末
の
段
階
で
村
田
家
は
垣
屋
家
か
ら
養
子

を
迎
え
て
親
戚
関
係
に
あ
り
、
明
治
に
入
っ
て
垣
屋
家
文
書
が
村
田
家
に

移
管
さ
れ
た
。
こ
の
「
龍
野
藩
士
垣
屋
家
文
書
」（
た
つ
の
市
立
歴
史
文
化

資
料
館
蔵
）
の
中
に
、
摂
津
国
莵
原
郡
本
庄
を
垣
屋
孫

（
１
）

一
に
宛
行
っ
た
秀

吉
の
知
行
宛
行
状
も
含
ま
れ
て
い
た
。
他
に
も
浅
野
弾
正
長
吉
の
書
簡
や

伊
達
政
宗
の
書
簡
も
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

新
発
見
の
秀
吉
の
本
庄
内
の
知
行
宛
行
状

　
新
発
見
の
秀
吉
の
莵
原
郡
の
宛
行
状
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
【
史
料
１
】（
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
蔵
、
目
録
一
五
八
九
）

　
　
摂
州
莵
原
郡
内
森
村
弐
百
石
事
、
宛
行
訖
、
永
代
可
全
領
知
状
如
件

　
　
　
天
正
十
一

　
　
　
　
　
　
八
月
朔
日
　
　 

秀
吉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
垣
屋
孫
一
殿

　
こ
れ
は
垣
屋
孫
一
が
秀
吉
か
ら
摂
州
莵
原
郡
の
内
の
森
村
の
二
〇
〇
石

を
宛
が
わ
れ
た
も
の
で
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
八
月
朔
日
の
日
付

が
あ
る
。
秀
吉
の
花
押
入
り
で
あ
る
。
文
書
に
出
て
く
る
「
孫
一
」
は
系

図
や
後
掲
の
史
料
に
出
て

く
る
「
孫
市
」「
孫
一
郎
」

と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ

る
。

　
森
村
は
「
慶
長
摂
津
国

絵
図
」
に
芦
谷

（
屋
）

川
の
西
の

六
甲
山
麓
に
あ
る
村
で

三
一
三
石
余
と
あ
り
、
村

の
大
部
分
が
宛
が
わ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
垣
屋
氏
が

森
村
の
支
配
を
ど
の
よ
う

に
し
て
い
た
か
は
こ
の
史

料
だ
け
で
は
わ
か
ら
な

い
。

　
中
世
に
本
庄
と
よ
ば
れ

た
惣
村
は
近
世
に
は
深

江
・
青
木
・
森
・
中
野
・

北
畑
・
田
辺
・
小
路
（
以

上
神
戸
市
）・
三
条
・
津
知

（
芦
屋
市
）
の
計
九
カ
村
に

村
切
さ
れ
る
。
こ
の
史
料

に
は
森
村
の
名
前
が
記
さ

れ
て
い
て
、
村
切
さ
れ
近

世
村
と
な
る
過
程
を
示
す

重
要
な
史
料
で
あ
る
。

写真１　天正11年垣屋孫一宛豊臣秀吉知行宛行状
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次
は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九

四
）
十
月
十
七
日
の
宛
行
状
を

み
る
。
こ
れ
も
新
た
に
発
見
さ

れ
た
史
料
で
あ
る
。

　
【
史
料
２
】（
同
館
蔵
）

　
　
　
　
（
目
録
一
五
九
二
）

　
摂
州
莵
原
郡
本
庄
内
弐
百
石

事
、
今
度
検
地
上
を
以
、
令

扶
助
訖
、
全
可
領
知
候
也

　
　
　
文
禄
三

　
　
　
　
十
月
十
七
日
（（

豊

臣

秀

吉

）

朱
印
）

　
　
　
　
　
垣
屋
孫
市
と
の
へ

　
垣
屋
孫
市
が
秀
吉
か
ら
摂
州

莵
原
郡
本
庄
で
二
〇
〇
石
を
扶

助
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回

は
森
村
と
は
明
記
し
て
い
な
い

が
【
史
料
１
】
を
踏
ま
え
れ
ば

や
は
り
森
村
で
与
え
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
。「
検
地
上
を
以
」
と
あ
る
が
、
摂
津
国
で
太
閤
検
地
が
あ
っ
た
の

は
天
正
十
一
年
と
文
禄
三
年
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
検
地
は
文

禄
三
年
の
太
閤
検
地
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

秀
吉
家
臣
・
浅
野
氏
か
ら
の
知
行
目
録
と
書
簡

　
さ
ら
に
文
禄
三
年
十
月
二
十
日
付
の
浅
野
弾
正
か
ら
垣
屋
孫
市
宛
の
「
御

知
行
分
目
録
」
も
発
見
さ
れ
た
。

　
【
史
料
３
】（
同
館
蔵
、
目
録
一
二
三
七
）

　
　
　
　
御
知
行
分
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
莵
原
郡

　
　
　
　
一
　
弐
百
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
庄
内

　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

右
、
今
度
御
検
地
切
而
　
御
朱
印
相
改
可
被
遣
旨
被
　
仰
出
候
へ
共
、

依
御
成
相
延
候
、
然
者
時
分
柄
之
儀
候
而
、
早
々
得
在
所
へ
御
越
ニ

て
、
可
被
御
所
務
候
、
頓
而
　
御
朱
印
相
調
可
参
候
、
已
上

　
文
禄
三
年
十
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
浅
野
弾
正
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
垣
屋
孫
市
殿

　
こ
の
史
料
か
ら
す
る
と
、
こ
の
度
の
検
地
を
も
っ
て
改
め
て
朱
印
を
遣

わ
す
と
い
う
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
延
び
て
い
る
が
早
々
に
在
所

に
行
っ
て
所
務
を
す
る
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
や
が
て
朱
印
を
調

え
る
と
も
あ
る
。
こ
の
朱
印
が
前
掲
の
朱
印
状
を
い
っ
て
い
る
の
か
ど
う

か
定
か
で
な
い
が
、
前
掲
の
朱
印
状
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

日
付
が
前
後
す
る
。
こ
の
と
こ
ろ
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
疑
問
が
残

る
。

　
こ
の
史
料
か
ら
、
秀
吉
・
浅
野
・
垣
屋
の
三
者
の
関
係
が
見
え
て
く
る
。

「
御
知
行
分
目
録
」
と
「
御
」
の
字
が
つ
い
て
い
る
。
秀
吉
が
家
臣
に
知
行

分
を
宛
が
う
場
合
は
「
御
」
が
つ
か
な
い
。「
御
」
が
つ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
秀
吉
が
垣
屋
に
宛
が
う
こ
と
を
家
臣
の
浅
野
が
い
っ
て
い
る
か
ら

「
御
」
の
字
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
者
の
主
従
関
係
・
上

下
関
係
が
表
れ
て
い
る
。
浅
野
と
垣
屋
の
関
係
は
主
従
関
係
と
い
う
よ
り

は
上
下
関
係
と
い
っ
た
間
柄
で
、
秀
吉
と
垣
屋
の
間
に
浅
野
が
入
っ
て
仲

写真２　文禄３年垣屋孫市宛豊臣秀吉知行宛行状
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介
し
て
い
る
。
検
地
奉
行
と
し
て
地
方
支
配
の
も
の
へ
伝
達
し
て
い
る
内

容
で
あ
る
。

　
そ
の
う
え
に
注
目
さ
れ
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
禄
三
年
の
史
料
に

は
「
摂
州
莵
原
郡
本
庄
内
弐
百
石
」「
弐
百
石
　
本
庄
内
」
と
あ
る
の
に
、

天
正
十
一
年
の
史
料
に
は
「
摂
州
莵
原
郡
内
森
村
弐
百
石
」
と
、「
森
村
」

と
村
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
文
禄
の
浅
野
の
「
御

知

行

分

目

録
」

で
は

早
々
に
在
所

に
行
っ
て
所

務
を
す
る
よ

う
に
い
っ
て

い
る
。
文
禄

の
検
地
を
し

た
後
、
地
方

知
行
支
配
が

進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を

示
し
た
史
料

と
し
て
注
目

さ
れ
る
。

　
そ
れ
に
も

う
一
つ
、
注

目
さ
れ
る
浅

野
弾
正
の
書

簡
が
あ
る
。

　
【
史
料
４
】（
同
館
蔵
、
目
録
一
六
九
〇
）

今
度
御
検
地
之
儀
堅
被
　
仰
出
、
其
上
各
下
々
迄
掟
紙
仕
度
候
間
、

紛
候
事
者
有
間
敷
と
存
候
へ
共
、
自
然
相
紛
た
る
者
も
有
之
、
上
を

下
、
下
を
上
ニ
仕
、
又
、
竿
違
な
と
も
自
然
可
有
之
候
間
、
左
様
之

所
ハ
す
く
ニ
御
引
直
て
、
田
地
不
惑
様
ニ
可
被
差
置
候
、
百
姓
何
か

と
申
候
ハ
丶
、
此
方
へ
可
被
仰
越
候
、
次
、
舛
納
法
之
事
者
如
御
法

度
可
被
仰
付
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
野
弾
正

　
　
　
十
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
吉
（
花
押
）

　
　
　
　
垣
屋
孫
一
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

　
こ
の
史
料
は
、
年
代
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
日
付
や
内
容
等
か
ら
文

禄
三
年
の
十
月
二
十
日
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
摂
津
国
辺
の
検
地
は
文

禄
三
年
の
九
月
か
ら
十
月
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
残
さ
れ
た
検
地
帳
か
ら

わ
か
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
摂
津
国
莵
原
郡
の
あ
た
り
の
検
地
が
実
施

さ
れ
た
頃
で
あ
る
。

　
こ
の
書
簡
は
、
検
地
に
際
し
て
の
請
状
の
作
成
に
つ
い
て
述
べ
、
田
畑

の
等
級
の
上
下
の
違
い
や
竿
違
い
を
な
く
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら

に
、
舛

（
２
）

納
を
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
な
ど
、
秀
吉
が
指
示
し
て
い
る
検
地

条
目
の
内
容
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
書
簡
か
ら
垣
屋
孫
一
に
知
行
さ
れ
た
「
摂
州
莵
原
郡
本
庄
内
」
が

い
つ
検
地
さ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
微
妙
で
あ
る
。
文
面
か
ら
す
る
と
、

検
地
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
請
状
の
作
成
を
す
る
こ
と
、
田
畑

写真３　垣屋孫市宛て御知行目録
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の
等
級
や
竿
違

い
を
し
な
い
よ

う
に
、
も
し
間

違
っ
た
ら
や
り

直
し
を
す
る
よ

う
に
、
百
姓
が

何
か
と
い
っ
て

き
た
ら
浅
野
の

も
と
に
申
し
出

る
よ
う
に
と
指

示
し
て
い
る
。

検
地
の
総
責
任

者
は
浅
野
弾
正

で
、
そ
の
下
で

垣
屋
孫
一
が
知

行
地
の
検
地
す

る
よ
う
に
も
受

け
取
れ
る
。
ま

さ
に
検
地
の
実

態
を
示
す
内
容

で
あ
る
。
史
料
の
内
容
を
さ
ら
に
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
と
め
と
そ
の
後
の
垣
屋
氏

　
垣
屋
孫
市
は
秀
吉
か
ら
摂
津
国
莵
原
郡
森
村
に
二
〇
〇
石
宛
が
わ
れ
た
。

天
正
十
一
年
の
段
階
で
森
村
と
村
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
摂
津
国
は
天
正

十
一
年
に
秀
吉
の
検
地
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
検
地

は
村
単
位
の
指
出
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
森
村
と

村
の
表
示
が
あ
る
こ
と
か

ら
村
切
の
成
立
に
関
す
る

重
要
な
史
料
で
あ
る
。
江

戸
時
代
の
本
庄
地
域
の

村
々
は
写
真
５
の
通
り
だ

が
、
豊
臣
政
権
下
の
天
正

～
文
禄
年
間
は
本
庄
を
基

本
的
な
地
域
名
と
し
つ
つ
も
、
す
で
に
森
村
と
い
う
行
政
単
位
が
成
立
し
、

深
江
を
含
む
ほ
か
の
八
カ
村
も
同
様
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
検
地
の
後
で
家
臣
に
知
行
地
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
森
村
は
、
慶
長
段
階
で
は
村
高
が
三
一
三
石
余
で
、
う
ち
大
部
分

の
二
〇
〇
石
が
垣
屋
孫
市
に
知
行
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
垣
屋
孫
市
に

は
一
村
を
す
べ
て
宛
が
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
村
の
中
が
ど
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
た
の
か
、
支
配
が
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
た
の
か
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
当
時
の
実
際
の
地
方
地
行
の

実
態
は
分
か
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
文
禄
三
年
で
は
知
行
地
支
配
の
こ
と
が
若
干
見
え
て
く
る
。

前
掲
の
浅
野
弾
正
の
「
御
知
行
分
目
録
」
に
は
、
今
度
の
検
地
に
よ
っ
て

「
早
々
得
在
所
へ
御
越
ニ
て
、
可
被
御
所
務
候
」
と
、
在
所
に
行
っ
て
所
務

を
と
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
文
禄
の
検
地
は
、
浅
野

弾
正
の
書
簡
に
「
上
を
下
、
下
を
上
ニ
仕
、
又
、
竿
違
な
ど
も
自
然
可
有

之
候
間
、
左
様
之
所
ハ
す
く
ニ
御
引
直
て
、
田
地
不
惑
様
ニ
可
被
差
置
候
」

と
あ
る
よ
う
に
実
際
に
測
っ
て
の
検
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

写真４　垣屋孫一宛て浅野長吉書状

写真５　「天保国絵図」にみる
本庄９カ村（国立公文書館蔵）
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検
地
に
よ
っ
て
村
高
な
ど
が
確
定
す
る
の
で
そ
の
上
で
、「
莵
原
郡
本
庄
」

で
二
〇
〇
石
の
知
行
地
支
配
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
垣
屋
孫
一
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
。「
龍
野
藩
士
垣
屋
家
文
書
」
に

あ
る
い
く
つ
か
の
系
図
に
は
文
禄
三
年
に
亡
く
な
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
時
、

豊
政
（
幼
名
掃
部
）
は
二
歳
で
あ
っ
た
と
系
図
に
は
あ
る
。
脇
坂
安
治
が

淡
路
に
い
る
と
き
で
あ

（
３
）

る
。
系
図
に
は
「
豊
政
　
母
率
来
ル
淡
州
ニ
時
二

歳
」
と
か
「
豊
政
時
ニ
二
歳
母
子
御
家
エ
来
ル
」「
豊
政
時
ニ
二
歳
御
家
エ

来
仕
」
さ
ら
に
は
「
母
子
共
至
脇
坂
館
」「
脇
坂
中
務
少
輔
聟
也
」
と
あ

り
、
文
禄
四
年
に
母
子
と
も
に
脇
坂
家
へ
至
っ
た
。
垣
屋
豊
政
以
降
は
脇

坂
家
に
代
々
仕
え
て
い
る
。
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
の
「
脇
坂
家
分
限
帳
」

の
垣
屋
系
図
に
よ
る
と
、
垣
屋
太
郎
左
衛
門
豊
政
か
ら
始
ま
り
、
正
勝
―

久
豊
―
豊
矩
―
豊
義
―
豊
明
―
豊
文
―
豊
政
―
豊
明
―
豊
恭
と
続
く
。
豊

政
は
旗
奉
行
で
禄
高
は
三
〇
〇
石
と
あ
る
。
正
勝
も
旗
奉
行
で
禄
高
は

三
〇
〇
石
。
次
の
久
豊
は
鉄
砲
頭
で
禄
高
は
二
七
〇
石
、
豊
矩
は
初
め
御

側
用
人
で
後
に
年
寄
、
大
年
寄
と
な
り
禄
高
は
四
五
〇
石
。
豊
義
は
大
年

寄
で
禄
高
は
四
〇
〇
石
と
続
く
。
垣
屋
氏
は
禄
高
が
三
〇
〇
石
か
ら
四
〇
〇

石
の
上
級
家
臣
で
あ
る
。

　
「
脇
坂
藩
士
垣
屋
文
書
」
に
は
現
在
の
辞
令
に
相
当
す
る
史
料
で
あ
る

「
知
行
状
」
が
残
っ
て
い
て
「
脇
坂
家
分
限
帳
」
を
よ
り
正
確
に
補
う
こ
と

が
で
き
る
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
二
月
の
史
料
に
よ
る
と
、
藩
主
安

照
が
垣
屋
太
郎
左
衛
門
殿
へ
二
七
〇
石
遣
わ
す
と
あ
り
、
享
保
十
二
年

（
一
七
二
七
）
二
月
の
家
督
状
で
は
藩
主
安
興
が
垣
屋
太
郎
左
衛
門
へ
二
三
〇

石
遣
わ
す
と
あ
る
。

　
垣
屋
氏
は
、
藩
の
軍
事
面
を
担
当
す
る
役
職
、
藩
主
の
御
側
に
い
て
日

常
の
相
手
を
し
た
り
、
藩
主
の
家
政
向
き
を
担
当
し
た
り
す
る
役
職
等
を

勤
め
て
い
た
。
奥
向
き
の
担
当
で
も
あ
っ
た
。
藩
の
政
治
経
済
面
に
つ
い

て
藩
主
を
補
佐
し
運
営
す
る
役
職
で
あ
る
。
豊
矩
以
降
は
年
寄
・
大
年
寄

に
昇
格
す
る
よ
う
に
な
り
、
豊
章
は
軍
使
取
次
役
、
物
頭
持
筒
頭
、
年
寄
、

番
頭
、
馳
走
役
を
歴
任
し
て
い
る
。
家
督
相
続
し
た
段
階
か
ら
そ
の
人
の

業
績
に
よ
っ
て
加
増
さ
れ
て
四
〇
〇
石
位
ま
で
昇
給
し
て
い
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
歴
代
の
垣
屋
家
の
面
々
は
上
級
家
臣
と
し
て
藩
の
上
層
部
に

位
置
し
、
政
務
の
大
事
な
と
こ
ろ
を
担
っ
て
い
た
。

　
な
お
、
今
回
発
見
さ
れ
た
垣
屋
家
文
書
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期

の
領
主
制
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
り
、
垣
屋
氏
の
系

譜
と
主
従
関
係
の
移
り
変
わ
り
、
検
地
条
目
と
地
方
知
行
、
村
切
に
関
し

て
別
稿
を
用
意
、『
歴
史
と
神
戸
』
三
五
二
号
（
二
〇
二
二
年
六
月
号
）
に

掲
載
予
定
で
あ
る
。
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
１
）
史
料
に
は
孫
一
、
孫
一
郎
と
出
て
く
る
が
史
料
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
に

孫
一
、
孫
市
、
孫
一
郎
と
記
し
て
い
る
。

（
２
）
舛
納
は
従
来
の
升
を
取
り
上
げ
て
京
升
に
統
一
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
検
地
条
目
に
つ
い
て
は
中
野
等
『
太
閤
検
地
』（
中
央
公

論
新
社
　
二
〇
一
九
年
）
が
詳
し
い
。
た
だ
、「
舛
納
」
の
意
味
が
、
従
来
の

升
を
納
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
差
し
出
す
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
従
来

の
升
を
指
し
出
し
た
う
え
で
新
た
な
京
枡
で
計
量
し
て
納
め
る
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
か
二
通
り
解
釈
で
き
る
。

（
３
）
脇
坂
安
治
が
淡
路
に
領
地
を
得
た
の
が
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
で
、

慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
伊
予
の
大
洲
に
移
る
。
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）

は
丁
度
そ
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。


